
 

日中一時支援事業の単位数及び取扱いの変更について 

 

①単位数の変更【資料９－２】 

 平成２７年４月の報酬改定において、短期入所の基本報酬が引き上げられたことから、

日中一時支援についても基本単位数を１％引き上げます。 

※食事提供加算については、短期入所の食事提供体制加算が引き下げられたことから、 

１日当たり１４単位引き下げます。 

 

②延長支援加算との整理【資料９－３】 

平成２４年報酬改定で新設された延長支援加算との整合を図るため、日中系サービスの

前後に日中一時支援を利用する場合の取り扱いを変更します。 

＜変更点の概要＞ 

○延長支援加算のあるサービスの前後に日中一時支援を利用する場合は、利用時間が一定

の時間を超えるまで算定ができない。 

 

１）生活介護→延長時間がトータルで２時間を超えるケースのみ日中一時支援算定可 

 

 

２）障害児通所支援（児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス） 

  →延長時間がトータルで３時間を超えるケースのみ日中一時支援算定可 

 

 

 

２時間未満の延長 

通常のサービス営業時間 

通常のサービス営業時間 

２時間以上の延長 

延長支援加算を算定 
（日中一時支援算定不可） 

日中一時支援算定可能 

 

  
  

  

 

 

３時間未満の延長 

通常のサービス営業時間 

通常のサービス営業時間 

３時間以上の延長 

延長支援加算を算定 
（日中一時支援算定不可） 

日中一時支援算定可能 

 

  

 

  

 


